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平成 ２５ 年 ５ 月 ２７ 日

郡 山 国 道 事 務 所

国道４９号 事前通行規制区間 における

「遮断機訓練」を実施します。

６／１９（水）実施予定（柳津町～西会津町）
－ 災害時人員輸送協定企業が参加します －
～大雨時の安全な道路交通確保のために大雨時の安全な道路交通確保のために～

郡山国道事務所では、例年大雨による落石や土砂崩れなどの災害から、一般交通の

安全を確保するため、事前通行規制区間である河沼郡柳津町藤地内から耶麻郡西会津

町野沢地内及び耶麻郡西会津町上野尻から同郡同町宝坂地内において遮断機訓練を行

っております。本年度も、本格的な降雨シーズンの前に「遮断機訓練」の実施を予定

していますが、本年度はこの訓練に、災害発生時人員輸送の応援を協定している民間

企業（アイランドサポート：郡山市）が参加します。人員輸送の応援として当事務所

から災害想定の現場まで、災害対応に従事するための要員を輸送していただきます。

１．実施日時

平成２５年６月１９日（水）午前１１：００～１１：３０実施予定

※現地の遮断機を実際に下ろし、５分程度の通行止めを３回程度行います。

（雨天決行、ただし大雨・地震・事故等災害発生時は訓練を中止する場合もあります。）

２．実施場所

①郡山国道事務所 災害対策室（庁舎３階）

②西会津防災ステーション(耶麻郡西会津町大字野沢字田中甲地内・現地取材可能箇所)

③各遮断機（事前通行規制区間）４箇所

３．実施内容

（１）人員輸送協定企業による現地への人員輸送訓練(ｱｲﾗﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ株式会社・郡山市)

（２）遮断機による通行規制訓練

（３）防災情報機器設置及び操作訓練並びに工事支援監督業務員による広報訓練等

４．国道４９号 事前通行規制区間について

大雨時に落石や土砂崩れなどのおそれがあることから、連続雨量１５０ mm で遮断
機による通行止めを行う区間です。

【 発表記者会 ： 郡山記者クラブ、会津若松市記者クラブ 】
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国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所

TEL.０２４－９４６－０３３３（代表）
副所長 横山修司（内線２０５） 上席専門職 小山政人（内線５０６）



対象遮断機及び遮断機訓練実施場所



≪参考資料≫ 防災訓練の概要

１．訓練目的
本訓練の目的は、集中豪雨等により事前通行規制区間の「通行止め」を迅速、かつ、

確実に行うため、遮断訓練操作及び情報伝達訓練を実施するものです。

※「事前通行規制区間」とは
大雨時に落石や土砂崩れなどの恐れがあることから、連続雨量１５０ミリで遮
断機による通行止めを行う区間です。

２．実施日時
平成２５年６月１９日（水）午前９時３０分～１１時５０分まで

（現地訓練 午前１１時００分～１１時３０分うち５分程度の通行止めを３回程度実施）
３．訓練実施場所

① 郡山災害対策支部～郡山国道事務所災害対策室（３階）
郡山市安積町荒井字丈部内２８－１

② 現地対策本部～西会津防災ステーション（今回現地取材可能箇所）
耶麻郡西会津町野沢字田中甲地内

③遮断機
1) 藤遮断機

河沼郡柳津町大字藤字藤沢地内
2) 西会津遮断機

耶麻郡西会津町野沢字田中甲地内
3) 上野尻遮断機

耶麻郡西会津町大字上野尻字江向地内
4) 宝坂遮断機

耶麻郡西会津町宝坂字坊ノ前地内
４．訓練項目
（１）人員輸送の車両運行訓練

災害時に人員輸送の運転員が不足となった場合を想定し、災害協定を締結し
ている事業者に運転員の派遣を要請、実際に災害発生現地へ事務所職員を輸送
する訓練を実施します。

（２）通行規制訓練
通行止め用遮断機の作動訓練を国道４９号柳津町及び西会津町の事前通行規
制区間の起終点（２区間、計４箇所）で実施します。
※１１時００分～１１時３０分の間に遮断機を下ろし、車両の通行止めを１回
約５分程度、断続的に３回程度実施予定

（３）防災情報機器設置及び操作訓練
災害が発生したことを想定し、現地に衛星通信システムを設置すると共に、
同システムを使用して、災害対策支部である郡山国道事務所に現地画像データ
を送信する訓練を行います。

（４）戦略的な広報活動訓練
災害発生時のマンパワー不足を補うため、工事支援監督業務の技術員を活用

し、現地での活動状況の撮影及び情報収集等の取材活動訓練を実施。記録保存
やPR活動を推進するため、積極的かつ戦略的な広報活動の充実を図ります。

（５）移動式道路情報表示板の設置表示訓練
・移動式道路情報表示板を設置予定箇所に設置し、表示動作訓練を行います。

【取材について】
６月１９日の防災訓練は「西会津防災ステーション」において取材可能です。

※大雨や地震、事故等が発生した場合は訓練を中止する場合があります。




